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平成２２年第２回 

東京二十三区清掃一部事務組合議会定例会 

１ 期  日 平成２２年６月２２日（火） 

２ 場  所 東京区政会館 

３ 出席議員（１７名） 

３番 港区   島 田 幸 雄 

４番 新宿区  深沢としさだ 

５番 文京区  武 澤 房 吉 

６番 台東区  鈴 木  茂 

７番 北区   宇 野  等 

８番 荒川区  守 屋  誠 

９番 品川区  本 多 健 信 

１０番 目黒区  今井れい子 

１２番 世田谷区 川 上 和 彦 

１４番 中野区  伊 藤 正 信 

１５番 杉並区  小泉やすお 

１７番 板橋区  川 口 雅 敏 

１８番 練馬区  西山きよたか 

１９番 墨田区  木 内  清 

２０番 江東区  榎 本 雄 一 

２１番 足立区  古 性 重 則 

２３番 江戸川区 須 賀 精 二 

４ 欠席議員（６名） 

１番 千代田区 桜井ただし 

２番 中央区  中嶋ひろあき 

１１番 大田区  高 瀬 三 徳 

１３番 渋谷区  松 岡 定 俊 

１６番 豊島区  堀  宏 道 

２２番 飾区  舟坂ちかお 

５ 出席説明員 

管理者      多 田 正 見 

副管理者     田 中 大 輔 
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副管理者     佐 藤 良 美 

監査委員     木内悠紀夫 

総務部長     本 間 敏 幸 

調整担当部長   折 原 秀 博 

総務部参事（総務課長事務取扱）市 川 恭 一 

総務部参事（企画室長事務取扱）柳 井  薫 

施設管理部長   大久保一成 

処理技術担当部長 篠  靖 夫 

建設部長     浅 川 勝 男 

計画推進担当部長  井 上  隆 

建設部参事（建設課長事務取扱）佐 藤 和 雄 

職員課長     渡 辺  敦 

財政課長     川 根  隆 

契約管財課長   中 尾 正 巳 

施設管理部管理課長  山 田 裕 彦 

施設管理部副参事（特命担当）塚 越  浩 

技術課長     大 塚 好 夫 

施設課長     亀 尾  徹 

発電計画担当課長 高 橋 雅 彦 

建設部管理課長   森  康一 

工場建設担当課長   西 山 正 彦 

６ 出席議会事務局職員 

事務局長     鈴 木 基 行 

議会事務局参事（事務局次長事務取扱）蓼 沼 三 郎 

書記       久 野 一 誠 

同        千 葉 優 子 

７ 議事日程 

日程第 １ 副議長選挙 

日程第 ２ 常任委員の選任について 

日程第 ３ 議案第１１号 東京二十三区清掃一部事務組合監査委員の選任

同意について 

日程第 ４ 議案第１２号 東京二十三区清掃一部事務組合監査委員の選任
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同意について 

日程第 ５ 議案第１３号  東京二十三区清掃一部事務組合職員の勤務時間、 

休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例 

日程第 ６ 議案第１４号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の育児休業

等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議案第１５号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の退職手当

に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議案第１６号 板橋清掃工場焼却炉補修及びその他整備工事請

負契約の締結について 

日程第 ９ 議案第１７号 品川清掃工場焼却炉補修工事請負契約の締結に

ついて 

日程第１０ 議案第１８号 墨田清掃工場プラント制御用電算システム整備

工事請負契約の締結について 

日程第１１ 議案第１９号 北清掃工場プラント制御用電算システム整備工

事請負契約の締結について 

日程第１２ 議案第２０号 大田清掃工場建設工事請負契約の締結について 

日程第１３ 報告第１号 専決処分した事件の報告について 

日程第１４ 報告第２号 専決処分した事件の報告について 

日程第１５ 平成２２年陳情第１号 陳情者に意見陳述の機会を与えること

への陳情 

日程第１６ 平成２２年陳情第２号 清掃一部事務組合の事業内容に関する

精査検討会の設置を要望する陳情 

８ 追加議事日程 

追加日程第 １ 議長辞職許可について 

追加日程第 ２ 議長選挙 

追加日程第 ３ 議案第１３号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例 

追加日程第 ４ 議案第１４号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の育児 

休業等に関する条例の一部を改正する条例 

追加日程第 ５ 議案第１５号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の退職
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手当に関する条例の一部を改正する条例 

追加日程第 ６ 議案第１６号 板橋清掃工場焼却炉補修及びその他整備工

事請負契約の締結について 

追加日程第 ７ 議案第１７号 品川清掃工場焼却炉補修工事請負契約の締 

結について 

追加日程第 ８ 議案第１８号 墨田清掃工場プラント制御用電算システム 

整備工事請負契約の締結について 

追加日程第 ９ 議案第１９号 北清掃工場プラント制御用電算システム整 

備工事請負契約の締結について 

追加日程第１０ 議案第２０号 大田清掃工場建設工事請負契約の締結につ

いて 

追加日程第１１ 平成２２年陳情第１号 陳情者に意見陳述の機会を与える 

ことへの陳情 

追加日程第１２ 平成２２年陳情第２号 清掃一部事務組合の事業内容に関

する精査検討会の設置を要望する

陳情 

追加日程第１３ 運営委員会の閉会中の継続調査について 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開 会（午後２時３２分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○島田幸雄議長 開会に先立ち申し上げます。東京二十三区清掃一部事務組合議会議

員の異動について、お手元に異動者名簿をお配りしてありますので、名簿

の配付をもって報告とさせていただきます。 

 ただいまから、平成２２年第２回東京二十三区清掃一部事務組合議会定

例会を開会いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 この際、会議規則第３条第１項の規定により、各議員の議席を指定いた

します。議席は、お手元に配付の議席表のとおり指定いたします。 

 次に、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第１１２条の規定により、１２番、川上和彦議員、１４番、伊

藤正信議員を指名いたします。 

 次に、会期についてお諮りいたします。 

 今定例会の会期は、会議規則第４条第１項第１号の規定により、本日６

月２２日から６月２３日までの２日間としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○島田幸雄議長 ご異議なしと認め、会期は本日６月２２日から６月２３日までの２

日間と決定いたしました。 

 ここで、多田管理者から発言の申し出がありますので、これを許可いた

します。 

○多田正見管理者 管理者の多田でございます。平成２２年第２回定例会の開会に当

たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 議会の皆様方におかれましては、ご参集を賜りまして、まことにありが

とうございます。また、本組合の運営につきまして、日ごろから大変なご

理解とご協力をいただいておりまして、厚く御礼を申し上げます。 

 本日、定例会に提出いたします案件は、選任同意２件、条例３件、契約

５件、報告２件でございます。 

 よろしくご審議を賜りますよう、お願いを申し上げまして、ごあいさつ

といたします。 
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○島田幸雄議長 管理者のあいさつが終わりました。 

 次に、諸般の報告を事務局長にいたさせます。 

○鈴木基行事務局長 ご報告申し上げます。 

 １、平成２２年第２回東京二十三区清掃一部事務組合議会定例会の招集

について 

 ２、議案の送付について 

 ３、議事説明員について 

 以上の３件につきましてはお手元に文書の写しがございますので、内容

の朗読を省略させていただきます。 

 なお、本日、欠席の届けがありました議員は６名でございます。 

 以上でございます。 

○島田幸雄議長 次に、例月出納検査の結果についての報告が、監査委員から議長あ

てに提出されておりますので、事務局長に報告させます。 

○鈴木基行事務局長 報告いたします。 

 お手元に、平成２２年１月から４月分の例月出納検査結果報告書等の写

しをお配りしてございますので、配付をもってご報告とさせていただきま

す。 

○島田幸雄議長 これより日程に入ります。本日の日程は、お手元に配付の議事日程

のとおりであります。 

 日程第１を議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第 １ 副議長選挙 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○島田幸雄議長 副議長が欠員でありますので、地方自治法第１０３条の規定により、

副議長選挙を行います。 

      選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指

名推選の方法によりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○島田幸雄議長 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法については、地方自治法

第１１８条第２項の規定により、指名推選の方法によることと決定いたし

ました。 
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      お諮りいたします。指名は私から行いたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○島田幸雄議長 ご異議なしと認め、私が指名することに決定いたしました。 

      それでは、東京二十三区清掃一部事務組合議会副議長に、台東区の鈴木

茂議員を指名いたします。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○島田幸雄議長 ご異議なしと認めます。よって、東京二十三区清掃一部事務組合議

会副議長に、鈴木茂議員が当選をされました。 

ただいま副議長に当選されました鈴木茂議員が議場におられますので、

本席から会議規則第３０条第２項の規定により告知をいたします。鈴木副

議長にごあいさつをお願いいたします。 

○鈴木茂副議長 よろしくお願いいたします。 

○島田幸雄議長 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

休 憩（午後２時３６分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再 開（午後２時３９分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○鈴木茂副議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

      地方自治法第１０６条第１項の規定により、暫時、私が議長の職務を執

行いたします。 

      お諮りいたします。 

      ただいま島田議長より辞職願が提出されましたので、議長辞職の件を本

日の日程に追加し、直ちに議題に供したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○鈴木茂副議長 異議なしと認め、本件を本日の日程に追加し、直ちに議題に供する

ことに決定いたしました。 

      追加日程第１を議題に供します。 

〔事務局長朗読〕 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

追加日程第 １ 議長辞職許可について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○鈴木茂副議長 お諮りいたします。島田議員は地方自治法第１１７条の規定により、

議事に参与できませんが、同条ただし書きの規定により同席を許可したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○鈴木茂副議長 異議なしと認め、同席を許可いたします。 

      お諮りいたします。 

      島田議員の議長の辞職を許可することに、異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○鈴木茂副議長 異議なしと認め、島田議員の議長の辞職を許可することに決定いた

しました。 

      お諮りいたします。ただいま議長が欠員となりましたので、議長選挙を

本日の日程に追加し、直ちに議題に供したいと思います。これに異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○鈴木茂副議長 異議なしと認め、本件を本日の日程に追加し、直ちに議題に供する

ことに決定いたしました。追加日程第２を議題に供します。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

追加日程第 ２ 議長選挙 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○鈴木茂副議長 地方自治法第１０３条の規定により、議長選挙を行います。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指

名推選の方法によりたいと思います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○鈴木茂副議長 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法については、地方自治法

第１１８条第２項の規定により、指名推選の方法によることに決定いたし

ました。 

      お諮りいたします。 

      指名は私から行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○鈴木茂副議長 ご異議なしと認め、私が指名することに決定いたしました。 

それでは、東京二十三区清掃一部事務組合議会議長に、今井れい子議員

をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○鈴木茂副議長 ご異議なしと認めます。よって東京二十三区清掃一部事務組合議会

議長に、今井れい子議員が当選をされました。 

ただいま議長に当選されました今井れい子議員が議場におられますので、

本席から会議規則第３０条第２項の規定により告知いたします。 

それでは、今井議長と交代します。今井議長、議長席にお着きください。 

○今井れい子議長 それでは、皆様こんにちは。このたびは皆様のご推挙をいただき

まして、東京二十三区清掃一部事務組合議会の議長として重職を担うこと

になりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

二十三区の皆様の安全で快適な生活環境と、環境負荷を低減する循環型

社会のシステムづくりを一層進めるためにも、東京二十三区清掃一部事務

組合と私どもの果たす役割はますます重要となってまいります。 

      微力ではありますが、特別区における清掃事業の円滑な運営のために努

力してまいりたいと思っております。 

      議員の皆様、そして管理者はじめ理事者の皆様の心よりのご支援・ご協

力をお願いし、ごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。 

      それでは、日程に入ります。日程第２を議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第 ２ 常任委員の選任について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○今井れい子議長 常任委員の専任については、委員会条例第４条第１項の規定によ

り、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名したいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご異議なしと認めます。よって常任委員は、お手元に配付いたし

ました名簿のとおり選任することに決定いたしました。 

      次に、日程第３を議題といたします。 
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〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第 ３ 議案第１１号 東京二十三区清掃一部事務組合監査委員の選任同意につ

いて 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○今井れい子議長 本案について、提案理由の説明を求めます。 

      本間総務部長。 

〇本間敏幸総務部長 議案第１１号、東京二十三区清掃一部事務組合監査委員の選任

同意につきまして、ご説明申し上げます。 

      当組合議会の議員のうちから選任する監査委員として、千代田区議会議

長の桜井ただし議員を選任いたしたく、組合規約第１３条第２項の規定に

基づき、議会に同意を求めるため、提案するものでございます。ご審議の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 

○今井れい子議長 以上で、提案理由の説明が終わりました。本案について、ご質疑

ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご質疑なしと認め、質疑を終わります。 

      これより本案について、採決いたします。 

      本案については、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご異議なしと認め、議案第１１号は原案のとおり同意することに

決定いたしました。 

      なお、監査委員に就任されました、桜井ただし議員からは公務により欠

席との連絡をいただいておりますので、ご了承願います。 

      次に、日程第４を議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第 ４ 議案第１２号 東京二十三区清掃一部事務組合監査委員の選任同意につ

いて 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○今井れい子議長 本案について、提案理由の説明を求めます。 

      本間総務部長。 
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〇本間敏幸総務部長 議案第１２号、東京二十三区清掃一部事務組合監査委員の選任

同意につきまして、ご説明申し上げます。 

      知識経験を有する者のうちから選任する監査委員として、山﨑昇墨田区

長を選任いたしたく、組合規約第１３条第２項の規定に基づき、議会に同

意を求めるため、提案するものでございます。ご審議のほど、よろしくお

願い申し上げます。 

○今井れい子議長 以上で、提案理由の説明は終わりました。本案について、ご質疑

ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご質疑なしと認め、質疑を終わります。 

      これより本案について、採決いたします。 

      本案については、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご異議なしと認め、議案第１２号は原案のとおり同意することに

決定いたしました。 

      ただいま同意されました山﨑昇さんから発言の申し出がありますので、

これを許可いたします。 

〇山﨑昇監査委員 このたび監査委員の選任同意を賜りました、墨田区長の山﨑でご

ざいます。就任に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

      当組合の運営が一層適正に行われますよう、監査委員として尽力する所

存でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○今井れい子議長 次に、日程第５から日程第７までを一括議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第 ５ 議案第１３号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議案第１４号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議案第１５号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の退職手当に関する

条例の一部を改正する条例 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○今井れい子議長 提案理由の説明を求めます。 
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      本間総務部長。 

〇本間敏幸総務部長 議案第１３号から議案第１５号までの３件につきまして、提案

理由及びその内容を一括してご説明申し上げます。 

      議案第１３号の、東京二十三区清掃一部事務組合職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の改正に伴

いまして、３歳未満の子を養育する職員に係る超過勤務の制限及び短期の

介護休暇制度の新設等の改正を行うものでございます。 

      議案第１４号の、東京二十三区清掃一部事務組合職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例につきましては、地方公務員の育児休業等

に関する法律等の改正に伴いまして、配偶者の育児休業の取得や就業の有

無等にかかわらず育児休業、育児短時間勤務、及び部分休業の承認を請求

することができることとする等の改正を行うものでございます。 

      議案第１５号の、東京二十三区清掃一部事務組合職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例につきましては、雇用保険法の改正により、

同法第五十六条の二が第五十六条の三に改められたため、これを引用する

条文の改正を行うものでございます。 

      ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○今井れい子議長 以上で、提案理由の説明は終わりました。これらの案については

発言の通告はありませんので、所管の総務・事業委員会に付託いたします。 

      次に、日程第８から日程第１２までを一括議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第 ８ 議案第１６号 板橋清掃工場焼却炉補修及びその他整備工事請負契約の

締結について 

日程第 ９ 議案第１７号 品川清掃工場焼却炉補修工事請負契約の締結について 

日程第１０ 議案第１８号 墨田清掃工場プラント制御用電算システム整備工事請負

契約の締結について 

日程第１１ 議案第１９号 北清掃工場プラント制御用電算システム整備工事請負契

約の締結について 

日程第１２ 議案第２０号 大田清掃工場建設工事請負契約の締結について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○今井れい子議長 提案理由の説明を求めます。 

      本間総務部長。 

〇本間敏幸総務部長 議案第１６号から議案第２０号までの５件につきまして、一括

してご説明申し上げます。 

      本案５件はいずれも、東京二十三区清掃一部事務組合議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、

提案するものでございます。 

      議案第１６号は、板橋清掃工場焼却炉補修及びその他整備工事請負契約

の締結についてでございます。工事の内容は、焼却炉本体などの定期補修

工事、及び同工事にあわせて行います灰処理設備等の整備工事でございま

す。 

      契約金額は７億５，７０５万円。契約の方法は随意契約。契約の相手方

は東京都品川区大崎二丁目１番１号、住友重機械工業株式会社、代表取締

役社長、中村吉伸でございます。 

      続きまして、議案第１７号、品川清掃工場焼却炉補修工事請負契約の締

結についてでございます。 

      工事の内容は、焼却炉本体などの定期補修工事でございます。契約金額

は３億７，５９０万円。契約の方法は随意契約。契約の相手側は大阪府大

阪市住之江区南港北一丁目７番８９号、日立造船株式会社、取締役社長、

古川実。代理人、東京都品川区南大井六丁目２６番３号、日立造船株式会

社東京本社、環境・ソリューション事業部、営業統括部長、上川泰治でご

ざいます。 

      続きまして、議案第１８号、墨田清掃工場プラント制御用電算システム

整備工事請負契約の締結についてでございます。 

      工事の内容は、プラント制御用電算システムの老朽化に伴い最新機器に

置き換えるものでございます。 

      契約金額は、４億９，３５０万円。契約の方法は随意契約。契約の相手

方は、東京都港区西新橋一丁目２４番１４号、株式会社日立ハイテクトレ

ーディング、取締役社長、梅田順丈。代理人、東京都港区西新橋一丁目２

４番１４号、株式会社日立ハイテクトレーディング、計装システム一部、

部長、家田英俊でございます。 

      続きまして、議案第１９号、北清掃工場プラント制御用電算システム整



- 14 - 

備工事請負契約の締結についてでございます。 

      工事の内容は、プラント制御用電算システムの老朽化に伴い、最新機器

に置き換えるものでございます。 

      契約金額は、５億６，１７５万円。契約の方法は随意契約。契約の相手

方は、東京都品川区大崎一丁目１１番２号、富士電機システムズ株式会社

代表取締役、白倉三德。代理人、東京都品川区大崎一丁目１１番２号、富

士電機システムズ株式会社東日本支社、東日本支社長、菅井賢三でござい

ます。 

      続きまして、議案第２０号、大田清掃工場建設工事請負契約の締結につ

いてでございます。 

      工事の内容は、大田清掃工場の建設工事でございます。契約金額は、１

８６億３，０８３万８，８００円。契約の方法は一般競争入札。 

      契約の相手方は、タクマ・東急建設特定建設工事共同企業体。代理人、

兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目２番３３号、株式会社タクマ取締役社長、手

島肇。復代理人、東京都中央区日本橋一丁目２番５号榮太楼ビル、株式会

社タクマ東京支社、執行役員支社長、沼田謙悟でございます。 

      ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○今井れい子議長 以上で、提案理由の説明は終わりました。これらの案については

発言の通告はありませんので、所管の財務委員会に付託いたします。 

      次に、日程第１３から日程第１４までを一括議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１３ 報告第１号 専決処分した事件の報告について 

日程第１４ 報告第２号 専決処分した事件の報告について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○今井れい子議長 本件について、報告を求めます。 

      本間総務部長。 

〇本間敏幸総務部長 報告第１号及び報告第２号の２件の専決処分した事件の報告に

つきまして、一括してご説明申し上げます。 

      報告第１号は、庁用車の物損事故に伴う損害賠償金の決定及び示談に係

る専決処分の報告でございます。 

      江東区青梅二丁目３６番の道路で、中防処理施設管理事務所の庁用車と、
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郵便事業株式会社深川支店のバイクが接触したもので、相手方損害額の３

割に当たる３万４，４６７円を、一組加入の保険会社から支払う旨の専決

処分でございます。 

      報告第２号は、新江東清掃工場焼却炉補修及びその他整備工事請負契約

の契約変更に係る専決処分の報告でございます。 

      １号炉から３号炉のすべての焼却炉において、一次過熱器の水管下部に、

肉厚の薄くなった箇所が見つかり、補修が必要となったため、契約内容の

変更が必要となり、平成１２年４月１日議決、管理者の専決処分事項の指

定について、第５号の規定に基づき、専決処分を行ったものでございます。  

      以上でございます。 

○今井れい子議長 次に、日程第１５及び日程第１６までを一括議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１５ 平成２２年陳情第１号 陳情者に意見陳述の機会を与えることへの陳情 

日程第１６ 平成２２年陳情第２号 清掃一部事務組合の事業内容に関する精査検討

会の設置を要望する陳情 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○今井れい子議長 これらの陳情は、配付いたしました陳情文書表のとおり、運営委

員会に付託いたしますので、ご了承願います。 

      この際、各常任委員会の正副委員長の互選、並びに付託案件の委員会審

査のため、暫時休憩をいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

休 憩（午後２時５５分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再 開（午後３時２６分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○今井れい子議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

      休憩中、各常任委員会が開会され、正副委員長の互選が行われましたの

で、その結果を事務局長に朗読させます。  

○鈴木基行事務局長 総務・事業委員長、１９番、木内清議員、総務・事業副委員長、

１４番、伊藤正信議員、財務委員長、１２番、川上和彦議員、財務副委員
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長、２０番、榎本雄一議員、運営委員長、１５番、小泉やすお議員、運営

副委員長、９番、本多健信議員、以上でございます。 

○今井れい子議長 各委員長から一言ごあいさつをお願いいたします。 

      木内総務・事業委員長、お願いいたします。 

○木内清総務・事業委員長 総務・事業委員長になりました木内でございます。副委

員長の伊藤正信副委員長ともども、しっかりとやっていきたいというふう

に思っております。よろしくお願いします。 

○今井れい子議長 次に、川上財務委員長、お願いいたします。 

○川上和彦財務委員長 財務委員会において財務委員長に就任をいたしました、川上

和彦でございます。榎本副委員長とともに速やかな議事進行に務めたいと

思いますので、よろしくお願いをします。ありがとうございます。 

○今井れい子議長 次に、小泉運営委員長、お願いいたします。 

○小泉やすお運営委員長 杉並の小泉やすおでございます。運営委員会が円滑に進め

られるよう、精いっぱい努力をさせていただきますので、委員の皆さん方

のご協力、また理事者のご協力を心からお願い申し上げまして、ごあいさ

つとさせていただきます。ありがとうございました。 

○今井れい子議長 以上で、各委員長のあいさつは終わりました。 

 この際、日程の追加についてお諮りいたします。 

 お手元に配付いたしました追加議事日程第３号のとおり、議案第１３号

ほか、１１件を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご異議なしと認め、議案第１３号ほか、１１件を日程に追加し、

議題とすることに決定いたしました。 

 まず、追加日程第３から追加日程第５までを一括議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

追加日程第 ３ 議案第１３号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

追加日程第 ４ 議案第１４号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例 

追加日程第 ５ 議案第１５号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の退職手当に関

する条例の一部を改正する条例 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○今井れい子議長 本案につきましては、総務・事業委員会の審査報告書が議長に提

出されました。その内容は、お手元に配付したとおりであります。 

 これより、総務・事業委員長から報告をお願いいたします。 

      木内総務・事業委員長。 

○木内清総務・事業委員長 総務・事業委員会に付託されました議案第１３号、東京

二十三区清掃一部事務組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例、議案第１４号、東京二十三区清掃一部事務組合職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、及び議案第１５号、東

京二十三区清掃一部事務組合職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例の、計３議案の審査の結果をご報告申し上げます。 

 議案の審査に当たり、管理者側から次のような説明がありました。 

初めに、議案第１３号ですが、育児休業、介護休業等、育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が、本年６月３

０日から施行されることに伴い、各特別区と同様に、関係規定を整備する

ものです。施行は平成２２年６月３０日ですが、職員からの一部請求につ

いては公布の日となります。 

次に、議案第１４号ですが、育児休業、介護休業等、育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律及び国家公務員の育児休業等に関する法

律の一部改正による、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正が、

本年６月３０日から施行されることに伴い、各特別区と同様に関係規定を

整備するもので、職員の仕事と子育ての両立支援を内容とするものです。

施行は平成２２年６月３０日ですが、職員からの一部の請求については公

布の日となります。 

 次に、議案第１５号、東京二十三区清掃一部事務組合職員の退職手当に

関する条例の一部を改正する条例ですが、本改正は雇用保険法の一部改正

が平成２２年４月１日に施行されたことに伴う改正で、これに伴う条文の

改正を行うものであります。施行は公布の日となります。 

 以上のとおり説明があり、審査いたしました結果、議案第１３号、議案

第１４号、及び議案第１５号は、いずれも原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 これをもって、総務・事業委員会の報告を終わります。 
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○今井れい子議長 ただいまの報告に対し、ご質疑ございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これより採決をいたします。 

本案は、総務・事業委員会の報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご異議なしと認め、よって、議案第１３号から議案第１５号まで

の３議案は、総務・事業委員会の報告のとおり可決することに決定いたし

ました。 

 次に、追加日程第６から第１０までを、一括議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

追加日程第 ６ 議案第１６号 板橋清掃工場焼却炉補修及びその他整備工事請負契

約の締結について 

追加日程第 ７ 議案第１７号 品川清掃工場焼却炉補修工事請負契約の締結につい

て 

追加日程第 ８ 議案第１８号 墨田清掃工場プラント制御用電算システム整備工事

請負契約の締結について 

追加日程第 ９ 議案第１９号 北清掃工場プラント制御用電算システム整備工事請

負契約の締結について 

追加日程第１０ 議案第２０号 大田清掃工場建設工事請負契約の締結について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○今井れい子議長 本案につきましては、財務委員会の審査報告書が議長に提出され

ました。その内容は、お手元に配付したとおりであります。 

 これより、財務委員長から報告をお願いいたします。 

○川上和彦財務委員長 財務委員会に付託されました議案第１６号、板橋清掃工場焼

却炉補修及びその他整備工事請負契約の締結についてから、議案第２０号、

大田清掃工場建設工事請負契約の締結についてまでの、５議案につきまし

て審査結果をご報告いたします。 

 議案の審査に当たり、管理者側から次のような説明がございました。 

まず、議案第１６号、板橋清掃工場焼却炉補修及びその他整備工事請負
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契約の締結についてですが、清掃工場では焼却炉設備、公害防止設備、ボ

イラー、発電設備等の機能を適正に維持し、安全で安定した工場の操業を

確保するため、定期的に焼却炉を停止して、各設備の点検や補修を行う清

掃工場、焼却炉補修工事を工事計画書に基づき行っております。 

この清掃工場では、焼却炉２炉と灰溶融炉２基の点検補修工事を行いま

す。工事内容は、労働安全衛生法等で義務づけられた定期点検と、中間点

検などの結果から機器運転に支障が発生する可能性のあるものや、使用頻

度に応じて周期的に補修しなければならないものを補修整備するものであ

ります。今回は焼却炉火格子の交換整備や、灰処理設備にある搬送コンベ

アの部品交換や、補修整備も行います。 

 次に、議案第１７号、品川清掃工場焼却炉補修工事請負契約の締結につ

いて。これは板橋清掃工場と同様に焼却炉２炉と灰溶融炉２基の点検補修

工事を行います。品川清掃工場については、整備工事はありません。 

 次に、議案第１８号、墨田清掃工場プラント制御用電算システム整備工

事請負契約の締結についてであります。 

 製造工場では、複雑かつ相互に関連する諸設備の円滑な運転制御を行う

ために、電子計算機システムを導入して自動化を図っております。墨田清

掃工場は稼働後１３年が経過し、電子計算機システム、構成機器の作動不

良が発生するようになり、電子計算機システム、旧型部品の調達も困難な

ことなどから、最新機器に置きかえるものであります。 

 次に、議案第１９号、北清掃工場プラント制御用電算システム整備工事

請負契約の締結についてですが、北清掃工場も稼働後１３年が経過し、墨

田清掃工場と同様の状態にあることから、最新機器に置きかえるものであ

ります。 

清掃工場のプラント基幹設備にかかわる補修工事と、整備工事に関して

は、プラントメーカーとの特命随意契約としております。その理由は、第

一に、清掃工場竣工後のごみ質変動等に対応できるよう、性能保証を継続

的に担保させる必要があること。 

第二に、建設時から各メーカーの工業所有権や、技術的工夫が組み込ま

れた設備となっているため、補修工事を行う場合、プラントメーカーで工

事を行うことが高い信頼性を維持し、結果的に経済的であること。 

第三に、清掃一組としては現在所管し、可動中の２０清掃工場を決めら
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れた時期・期間で補修しなければ、年間を通じて安定した焼却処理ができ

なくなります。 

また、電子計算機システムは、かつてはプラントメーカーに特命随意契

約発注をしておりましたが、これを見直し当該専門メーカーと直接特命随

意契約を締結しております。なお、特命契約工事であっても、積算に当た

っては、工事内容を十分に精査した上で、工事予定価格を算出しておりま

す。 

次に、議案第２０号、大田清掃工場建設工事請負契約の締結についてで

すが、この工事の目的は、大田清掃工場整備計画に基づき、第二清掃工場

を可燃ごみ焼却施設として整備を行うものであります。 

契約方法は、総合評価一般競争入札で行い、性能や総合的なコスト削減

等に関する技術評価点と、価格評価点の合計点により落札者を決定してお

ります。 

 以上のとおり説明があり、議案第１６号から議案第２０号までの５議案

は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、財務委員会の報告を終わります。 

○今井れい子議長 ただいまの報告に対し、ご質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これより採決いたします。 

 本案は、財務委員会の報告のとおり可決することにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１６号から議案第２０号

までの５議案は、財務委員会の報告のとおり可決することに決定いたしま

した。 

 次に、追加日程第１１から追加日程第１２までを、一括議題といたしま

す。 

〔事務局長朗読〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

追加日程第１１ 平成２２年陳情第１号 陳情者に意見陳述の機会を与えることへの

陳情 
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追加日程第１２ 平成２２年陳情第２号 清掃一部事務組合の事業内容に関する精査

検討会の設置を要望する陳情 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○今井れい子議長 これらの陳情につきましては、運営委員会の審査報告書が議長に

提出されました。その内容は、お手元に配付したとおりであります。 

 これより、運営委員長から報告をお願いいたします。 

 小泉運営委員長。 

〇小泉やすお運営委員長 運営委員会に付託されました陳情２件の審査結果を報告い

たします。 

 まず、平成２２年陳情第１号、陳情者に意見陳述の機会を与えることへ

の陳情について、ご報告します。 

 本陳情は、陳情者に対し意見陳述の機会を与える議会運営を求めるもの

です。この陳情について、委員から現在委員会での意見陳述に関しては、

当議会の会議規則等に規定がないこと、また陳情制度は書面審査が原則で

あり、書面審査により理解・判断を得ることが難しいと委員会が判断した

場合に、参考人制度を活用すべきであるとの意見がありました。 

 採決に入りましたところ、平成２２年陳情第１号は、全員一致をもって

不採択と決定をいたしました。 

 次に、平成２２年陳情第２号、清掃一部事務組合の事業内容に関する精

査検討会の設置を要望する陳情についてご報告いたします。 

 本陳情は、二十三区から拠出している税金が無駄なく有効に使われてい

るか、清掃一組の事業内容を精査するため、議会の役割として、開かれた

検討会の設置を求めたものです。委員から、陳情にある税金が有効に使わ

れているかどうかを精査することは、議会の役割として予算・決算の審査、

また条例議案、契約議案の審査をすることにより、果たしているとの意見

がありました。 

 採決に入りましたところ、平成２２年陳情第２号は、全員一致をもって

不採択と決定いたしました。 

 これをもって、当委員会に付託されました陳情審査の報告を終わります。 

○今井れい子議長 ただいまの報告に対し、ご質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 これより採決いたします。 

 本議案は運営委員会の報告のとおり不採択とすることにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご異議なしと認めます。よって、陳情第１号及び陳情第２号は、

運営委員会の報告のとおり不採択とすることに決定いたしました。 

 次に、追加日程第１３を議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

追加日程第１３ 運営委員会の閉会中の継続調査について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○今井れい子議長 本件につきましては、運営委員長から会議規則第７２条の規定に

より、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申

し出がありました。 

お諮りいたします。 

 本件は、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 以上で、今定例会の日程は、すべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第６条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○今井れい子議長 ご異議なしと認めます。 

 今定例会は、本日をもって閉会とすることに決定いたしました。 

 ここで、多田管理者から発言の申し出がありますので、これを許可いた

します。 

○多田正見管理者 第２回定例会の閉会に当たりまして、御礼のごあいさつを申し上

げます。本定例会に提出いたしました議案につきましては、ご審議の上、

いずれも原案どおり議決を賜り、まことにありがとうございました。本日

の議決に基づきまして、今後とも適正な執行に務めてまいる所存でござい
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ます。 

 何とぞよろしくご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、

ごあいさつといたします。 

○今井れい子議長 管理者のあいさつが終わりました。 

 以上をもちまして、平成２２年第２回東京二十三区清掃一部事務組合議

会定例会を閉会いたします。 

 ご協力ありがとうございました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉 会（午後３時４０分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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